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No. ページ
目標/

重点施策
意見の内容

1 12 目標2

　参考-6　テーマ1　目標2　施策の柱1.1
コア地域の保全管理体制、財政担保システム
の確立については、27年度に目標変更を行っ
たにもかかわらず、進捗状況報告では目標の
未達が目立つ。もっと真摯に対応してほし
い。

2 12 目標2

　活動組織があり、とあるが、実情に合わせ
た活動組織がある、といえるのかどうか。

3 12 目標2

　長谷の希少性の高い植物を平成24年に市民
が移植した。一度確認をした。平成30年に景
観みどり課の職員が希少種を移植している
が、その後については不明。移植した市民や
調査した市民に内容を公開してもらいたい。
協議中の内容についてももう少し詳しく書い
てほしい。

茅ヶ崎市環境基本計画（2011年版）
進捗状況報告書（令和３年度版）に対する市民意見

①目標及び重点施策に関する御意見

●募集期間

●意見提出者数

●意見の件数

項目

①目標及び重点施策に関する御意見

　テーマ1　特に重要度の高い自然環境の保全

　テーマ5　計画を確実に進めていくための人づくり

　テーマ3　資源循環型社会の構築

　テーマ4　低炭素社会の構築

●内容別の意見件数

②その他　（報告書全般に関する御意見、報告書の表現方法に関する御意見など）

テーマ1　特に重要度の高い自然環境の保全

施策の柱1.1　コア地域の保全管理体制、財政担保システムの確立

　テーマ2　市域全体の自然環境の保全・再生の仕組みづくり

市の考え方

　御指摘のとおり進捗が芳しくない施策
については、今後も、市の財政状況や社
会情勢に応じて、取り組んでまいりま
す。

　各コア地域にある活動組織は、市民の
方や施設管理者それぞれの立場で主体的
に設置されているものであり、組織のあ
り方を含め、各地域の実情に合っている
かどうかについては、個々の組織の活動
のなかで変化していくものと認識してい
ます。

　令和元年7月に移植した植物を確認し
ましたが、エビネ以外の植物は、衰弱傾
向にありました。当該地の植物の保全に
ついては、建設工事が進んでいない状況
のため、今後は、その進捗に応じて、土
地所有者と協議してまいります。
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No. ページ
目標/

重点施策
意見の内容

4 14 重点施策1

(1)コア地域ごとの活動組織の設置は何も書
かれていませんが、今のままで十分と考えら
れているのですか？　市民としては、不十分
であると認識している。

(2)長谷に関しては、土地利用の進捗がな
かったから取り組みもなかったという書き方
はおかしいと思う。
　学校を設置することが決まっており、それ
に伴って計画が進まなくても、どこまでをど
のように保全していくのか、進捗がないから
こそ、この時期に茅ヶ崎市の主体的な提案を
することもできると思う。

(3)計画に基づく活動について
○清水谷…「清水谷特別緑地保全地区保全管
理計画」は5年ごとにみどり審議会や環境審
議会、学識経験者等の助言による見直しをす
ることが記載されている。すでにその時期を
大幅に過ぎているにもかかわらず、見直しの
案さえ提出されないのが実情である。市は事
実を記載すべきではないかと思う。
○赤羽根字十三図周辺特別緑地保全管理計画
は、新しく買い入れた部分の将来像やみどり
のまちづくり基金で実施した駐車場などの設
備があるが、それらは変更されているのか、
明確でない。
○最初に策定した各コア地域の保全管理計画
は、周辺の変化やその場所自体の変化に伴
い、見直しや改正が必要と思う。

5 16 重点施策2

(1)緑のまちづくり基金活用のための仕組み
づくり
　この施策も、すでに環境基本計画(2011年
版)を作成する前に、市民団体から提案が出
されていた内容である。それにも関わらず、
市の考え方が大幅に揺れ動き、未だに検討さ
れているままである。
　今回、森林環境譲与税が創設されるからと
また遅れてしまい、今後市民参加の手続きも
行わず、みどり審議会で条例改正まで行うと
の担当課の回答があった。
　また、良好な自然環境の保全や取得だけで
なく、自然環境評価調査などにも利用を広げ
ようとしているが、これはおかしい。みどり
の基本計画にも環境基本計画にも記載がある
施策であるので、きちんと予算を取って実施
するべきだと考える。
　緑のまちづくり基金で実施するならば、や
らなくても良いと考える。評価調査として
も、みどりのまちづくり基金が利用できなく
て、自然環境の保全すべき場所が保全されな
いのだから。
　また、今回平成30年度に赤羽根十三図の管
理用地の整備に3300万円が取り崩されていた
ことが市民の問い合わせで初めて公表され
た。これもおかしいと思う。
　保存樹林だった香川公民館の雑木林の保全
を市民が寄付を募って、意見広告まで出し
て、議会へも陳情を出して、保全の要望をし
たにもかかわらず、保全する必要がない樹林
だと簡単に開発がされてしまった。にもかか
わらず、保全すべき場所ではない管理用地だ
という土木工事に多額のお金を取り崩してい
たことは市民を騙す行為であると考える。

　茅ヶ崎市緑のまちづくり基金条例の一
部改正については、検討の過程におい
て、市民参加の手続きを行ってまいりま
す。

(1)コア地域ごとの活動組織の設置につ
いて
　令和2年度における活動組織の設置に
関する取り組みがなかったため、記載を
していません。活動組織がない、赤羽根
十三図については、有志の市民による保
全活動を実施していることから、現状に
おいて組織化する予定はありません。ま
た、長谷については、土地所有者による
建設工事が進んでいない状況であるた
め、現時点で活動組織をつくる必要性が
ないと認識しています。

(2)保全管理のための計画の作成につい
て
　長谷については、土地所有者による建
設工事が進んでいない状況であるため、
工事の進捗に応じて、今後協議をしてい
くものと認識しています。

(3)計画に基づく活動の推進について
　各コア地域の保全管理計画について
は、策定時から年月が経過しているた
め、見直しをしなければならない状況で
あると認識しています。今後も引き続き
見直しについて取り組んでまいります。

市の考え方
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No. ページ
目標/

重点施策
意見の内容

5 16 重点施策2

（前ページからの続き）
　今後、みどりのまちづくり基金条例を改正
するならば、自治基本条例に則って、きちん
と市民参加を行って条例改正をしてほしい。

6 16 重点施策2

　短期的、経済的にはしない方が有益である
のが環境保全であるからこそ、財政担保をゆ
るぎないものにするために、より広く理解さ
れるような広報が必要（小・中学校向けの教
材が作成できれば親世代にも広報できるので
はないか）。
〇30年前と現在の市の緑被面積の変化を可視
化して並べる。
〇30年前と現在の動植物の分布？を並べる。
〇源流を埋め立てるとどうなるのか。保全し
ている土地を仮に造成、または残土埋め立て
した場合、どのような弊害が下流に起こりう
るのか、線状降雨帯が来た場合なども想定
し、示す。など、自然に特には関心のない市
民にも理解しやすいような紹介をしたらよい
と思います。

7 17 重点施策2

　茅ヶ崎市の緑のまちづくり基金の活用事例
を見て驚いた。令和2年の進捗状況報告書に
は30年度の「赤羽根十三図の管理用地の整
備」にみどり基金が活用されたことが掲載さ
れていない。この活用について明記されてい
ない状態で、私たち市民は進捗状況報告書に
意見を書いた。不正確な内容で市民から意見
をもらう、というのはいかがなものか。看過
できない。
　平成30年のみどり審議会に報告もしていな
い。担当課のホームページにも活用事例とし
て今年の6月まで挙がっていなかった。この
管理用地は赤羽根字十三図周辺特別緑地保全
地区内ではない。
　環境政策課も景観みどり課も緑のまちづく
り基金の活用事例の記載が正しくなかったこ
とについてきちんと説明してもらいたい。
　さらに平成元年に赤羽根十三図の一部を取
得しているが、荒れ地のままである。目的が
あって、取得したのであるから、特緑として
ふさわしい環境になるように管理計画をた
て、努力してもらいたい。

8 18
重点施策
3,4

　この施策は、清水谷とその周辺を総合的に
保全していく施策を展開しない限り、4.9ha
の狭い特別緑地保全地区の清水谷の生物多様
性を将来的に保全していくことができないこ
とをしめしている。しかし、取り組みの書き
方はそのようになっていないために不十分で
ある。

(1)清水谷の保全
　具体的な取り組みの書き方が理解できな
い。
　清水谷を愛する会は、茅ヶ崎市と協定を結
んで、保全管理計画に則って、保全作業をし
ている。だから、それに必要なことは全部実
施している。会が実施していることと行政が
していることを書けば、もっと明確な書き方
ができるのではないか。書き方を考えたほう
が良い。
　行政のすべきことを書くならば、保全管理
計画が改正していないことも記載すべきであ
る。

　市内に残された貴重な自然環境を市民
に周知し、緑のまちづくり基金に寄附の
御協力を得られるよう取り組んでまいり
ます。

　令和2年度以前の進捗状況報告書に
は、土地を取得したことを主眼に掲載し
ていましたが、茅ヶ崎市緑のまちづくり
基金条例の一部改正を検討するにあた
り、これまでの活用事例のすべてを記載
することとしました。
　赤羽根字十三図周辺特別緑地保全地区
については、保全管理計画に基づき、適
宜取り組んでまいります。

市の考え方

(1)清水谷の保全について
　御意見のとおり、清水谷の保全管理計
画については、改正まで至っていない状
況です。今後につきましては、清水谷を
愛する会に協力をいただきながら、保全
管理計画の見直しを行いつつ、保全活動
をしてまいります。取り組みの記載方法
に関する御意見については、来年度の報
告書作成時の参考にさせていただきま
す。

(3)清水谷周辺の自然環境の保全につい
て
　地権者の方や、周辺住民の方に対して
は、機会を捉えて、環境への配慮をお願
いしてまいります。

(4)周辺の自然環境に配慮した（仮称）
小出第二小学校用地の活用について
　当該地は、市が所有する土地であるた
め、所管課による管理を行ってまいりま
す。
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No. ページ
目標/

重点施策
意見の内容

8 18
重点施策
3,4

（前ページからの続き）
　また、具体的に保全作業への支援や情報共
有を行っているというならば、もっと具体的
で有効な情報提供をしてほしい。

(3)清水谷周辺の自然環境の保全
　地権者や近隣者に対して環境への配慮をす
るよう依頼したとありますが、特緑になって
から変わらず地権者の土地利用のしかたや近
隣者のごみや外来種の投棄、土や竹などの持
ち去りなど、いろいろなことが起こってい
る。
　特別緑地保全地区として、多くの方に気持
ちよく認識していただき、将来にわたって保
全管理が十分に行われるためには、小池先生
が環境審議会の中で言われていたように、地
域の方々に様々な機会を利用して意見交換会
や説明会などを行う必要があると考えてい
る。
　今からでも遅くないし、今後の特別緑地保
全地区のためにも地域での理解と協力をお願
いできるようなことを実施するべきである。
　それによって、周辺の土地利用も変わって
くるのではないかと思う。

(4)周辺の自然環境に配慮した(仮称)小出小
学校用地の活用
　現在スポーツ広場として利用されている場
所の南側の樹林には貴重な植物が生えてい
る。十年も何も進展がないならば、あの場所
だけでも保全区域にしてほしい。

9 19
重点施策
3,4

　小出第二小学校予定地の活用についてはも
う10年以上検討している。方向性は示してほ
しい。

10 21
重点施策
5,6

(1)水害防備保安林及び移植樹林の保全管理
に関するルール、システムの確立
　「平太夫新田全体の保全について検討する
必要がある」とあるが、全体に広がる具体策
を提案すべき。
　国との情報共有については、庁内で共有し
ただけで、市民団体とは共有していない。国
との意見交換会には、市民団体から色々な質
問を出して意見交換をするが、茅ヶ崎市は意
見を出さないから、三者で意見交換をしたと
いうことにはなっていない。

　「茅ヶ崎市総合計画基本構想及び実施
計画」（平成23年度から令和2年度）に
位置付けた「野外研修施設」の必要性に
ついては、柳島キャンプ場の整備など野
外研修施設に類似する施設が整備されて
いることを踏まえると、当該地における
野外研修施設の必要性は薄れているもの
と考えます。
　そのため、周辺の貴重な自然環境とと
もに、市の基本構想等の行政計画を踏ま
え、現状においては、暫定スポーツ広場
の利用者が増えてきている状況にあるこ
とから、現在の土地利用を継続するもの
と考えております。

市の考え方

(1)水害防備保安林及び移植樹林の保全
管理に関するルール、システムの確立に
ついて
　平太夫新田全体の保全については、土
地のほとんどが民有地であるため、市が
介入して保全を行うことは困難です。今
後につきましては、市が占有許可を受け
ている範囲の保全を行ってまいります。
　相模川を所管している国との意見交換
会については、市から議題として上げる
ものが無く、特に意見を申し上げること
がございませんでした。今後の意見交換
会については、相模川の堤防整備の進捗
があった場合、必要に応じて開催してま
いります。
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No. ページ
目標/

重点施策
意見の内容

10 21
重点施策
5,6

（前ページからの続き）
(2)地域との連携による管理体制の確立
　相模川の河畔林を育てる会は、市が管理体
制を立ち上げることができないということ
で、市民が立ち上げたものである。本来は地
域の方々が保全作業をするような団体の設置
が望ましい。是非、その方向をめざすべきで
ある。
　相模川の河畔林を育てる会の活動は、広報
ちがさきに記載されることによって、今年は
高校生や大学生が参加してくれたり、草刈り
機を持っていて森林整備をしたことがあると
いう方が不定期に参加してくださるというつ
ながりができている。今回担当課から10月か
ら広報ちがさきには記載しないと言ってき
た。茅ヶ崎市の施策を推進するためのボラン
ティアで頑張っている市民団体に力を貸さな
い行政はどうなっているのだろうと考える。
自然環境は市民の協力がなければ保全されて
行かないものとの認識を持って、施策を進め
てほしい。
　また、相模川の河畔林を育てる会と㈱オー
テックジャパンが連携している継続的な保全
作業については一切記載がないが、本当の市
民参加で市民と企業が協力していくことの成
果が上がっていることは、記載しても良いの
ではないか。
　全体の所で記述したが、相模川の河畔林の
活動が「C」となっている。これは担当課に
対するものか、活動に対するものか。どんな
基準で「C」となったか。

11 23 重点施策7

(1)水源地、樹林地の保全
　いつまで経っても市民有志であり、保全管
理する市民団体を立ち上げないのはおかしい
と思う。特別緑地保全地区なので、必要な保
全作業を確実に実施する必要があるのではな
いかと考える。特に新しく水源地として取得
した荒れ地だった畑は、どのような将来像に
なるのかも分からないし、現在は外来種が繁
茂している状況である。

■成果・課題と評価
　どうしてこれで評価がBなのか、理解でき
ない。

12 23 重点施策7

　東原の植物を赤羽根十三図に移植している
ようであるが、そのことについてはまったく
触れられていない。説明があってしかるべき
ではないか。

13 25 重点施策9

(1)生物の生存基盤などの多面的機能を持つ
水田の保全
　行谷で、援農ボランティア制度を利用して
いる人が何人いるのですか？

■成果・課題と評価
　現在の集中豪雨の状況では、1時間50㎜の
雨に対応する遊水地が、自然環境を破壊し
て、15年以上先に出来上がったとしても何の
価値があるのか。将来を考えて審議会でも考
えてほしい。
　これである程度進んでいるCと評価はでき
ない。

市の考え方

(2)地域との連携による管理体制の確立
について
　地域において保全活動の担い手となっ
ていただける方がいない状況であるた
め、団体の設置は現状では、難しいと認
識しています。
　そのような状況のなかで、「相模川の
河畔林を育てる会」や民間企業の協力に
より、当該地域の保全活動が行われてい
ることについては、大変ありがたいこと
だと思っています。今後につきまして
も、保全活動に協力いただける団体、企
業の支援をしてまいります。取り組みの
記載方法に関する御意見については、来
年度の報告書作成時の参考にさせていた
だきます。
　また、広報紙への掲載については、定
例的な掲載が難しくなった状況ではあり
ますが、市ホームページやFacebookなど
を活用し、団体の活動を周知してまいり
ます。
　評価については、保全管理計画に基づ
く保全が実施されていることを評価して
C評価（ある程度進んでいる）としてい
ます。

(1)水源地、樹林地の保全について
　現状では、市の呼びかけに応じていた
だける市民の方の協力により、保全活動
が定期的に行われている状況です。
当面の間は、現状のとおり保全活動を続
けてまいります。
　評価については、保全管理計画に基づ
き、土地所有者・市民・市の連携により
管理が行われているため、B「概ね順調
に進んでいる」としました。

　東原の植物については、当該地の開発
行為に伴うミティゲーションのための植
物の退避先として、赤羽根字十三図周辺
特別緑地保全地区内の土地を移植先とし
たものです。
　赤羽根字十三図の保全という観点から
移植をしたものではないため、この報告
書には記載をしておりません。

(1)生物の生存基盤など多面的機能をも
つ水田の保全について
　援農ボランティア受入れ登録農家は、
字毎の集計は行っておりませんが、令和
2年度の受入れ登録農家は、市全体で48
件でした。
　現在、神奈川県が行谷地区で進めてい
る遊水地整備事業につきましては、河川
の氾濫防止等、治水安全度の向上におい
て、大変効果的なものと考えています。
　評価については、遊水機能土地保全事
業、援農ボランティア事業を引き続き実
施し、水田の保全に寄与することができ
たことからC「ある程度進んでいる」と
しました。

5



No. ページ
目標/

重点施策
意見の内容

14 27
重点施策
10,11

　柳谷は多様性があり、良い場所であるが、
現在は県が指定管理者に委託して管理してい
る公園である。そのために、貴重な植物等が
生息している場所まで維持管理を行うのは難
しい状況になっている。
　生態系に配慮した保全作業がもう少し積極
的に行われることを期待したい。

No. ページ
目標/

重点施策
意見の内容

(1) 斜面林、農地、水辺環境、社寺林・屋敷
林等の、歴史的・文化的遺産と併せた一体的
な保全
・保存樹林
　今までも記載について要望をしています
が、昨年までの面積と今年度の面積を書く必
要があるのではないか。それでないと保存樹
林がどの程度解除されて開発がされてしまっ
たのか、市民にも審議会委員にも理解できな
い。
　特に今年は南側で一番大きかった保存樹林
が開発された。このようなことが起こらない
ように、保存樹林の解除の時には環境審議会
とみどり審議会にかけるとこと、事前に自然
環境庁内会議で十分な検討し、樹林として、
公園として少しでも残せる努力をするという
約束を前市長が市民にしたことを思うと、今
回、これらが無視され、100年近い樹齢の多
くの松林が伐採されることになったことは、
悲痛な思いである。
　南側は、もう今後保存樹林が新しく指定さ
れる場所がないとのことである。そのために
どんどん消滅していくだけである。それは、
現在のみどりの保全等に関する条例に何の規
制もないためである。
・斜面林の保全
　斜面林の枝払いは、樹林のためなのか？
　寄付された貴重な斜面林はどのように保全
するか、何も保全作業をしないで何年放置す
るのか、教えてほしい。
　斜面林にある外来種のトキワツユクサ等を
市民有志で年に何回も除去しているけれど、
それは市民が勝手にやっているということで
記載しないのか？

（2）生物多様性に配慮した新たなみどりの
ネットワークの創出
・グリーンバンク制度
　「・グリーンバンク制度を継続的に実施し
ていますが、 制度利用者がおらず、配布引
取りとも0件でした。 ・除草作業を実施し、
適切な管理に努めました。」と書かれてい
る。でも、草茫々でどこに何があるのかもわ
からないし、移植に適しているような樹木の
管理がされていないのに、制度を利用する人
はいないのが当たり前だと思う。
　この制度が現状に合っていないのならば、
すぐに制度自体を改善するべきであり、そう
でなくしっかりとこの制度を生かしていこう
というのなら、それなりの管理をして、市民
に関心を持ってもらえるようなPRももっとす
べきだと思う。

施策の柱1.2　コア地域をつなぐみどりの保全と再生

(1)斜面林、農地、水辺環境、社寺林・
屋敷林等の、歴史的・文化的遺産と併せ
た一体的な保全について
　保存樹林の面積等については、みどり
審議会に定期的に報告をしています。今
後の報告書では、面積を記載するように
いたします。なお、令和2年度から3年度
にかけての保存樹林の指定解除はありま
せんでしたが、元年度から2年度に移る
ときには、3件、面積約6,700㎡の指定解
除があり、令和3年4月1日時点の保存樹
林の指定状況は28件、面積約35,200㎡と
なっています。
　また、みどりを保全するために規制を
かけることについては、財産権を保障し
なければならないため、現状の制度運用
を継続してまいります。
　赤羽根斜面林については、南側道路に
張り出していた樹木の枝払いをしまし
た。市として充分な保全管理ができてお
らず、市民有志で行っていただいている
保全作業には大変感謝しております。今
後、特別緑地保全地区の指定を目指して
いますが、そのための適正な維持管理に
ついて検討してまいります。

(2)生物多様性に配慮した新たなみどり
のネットワークの創出について
　グリーンバンク制度については、令和
2年度において利用者がなく、今後、制
度の見直しや各樹木センターのあり方に
ついて検討してまいります。

市の考え方

市の考え方

　公園の自然環境の保全については、
「茅ケ崎里山公園運営会議保全部会」で
の協議を経て、神奈川県公園協会と茅ケ
崎里山公園倶楽部が自然環境へ配慮しな
がら実施できているものと認識していま
す。

重点施策133215
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No. ページ
目標/

重点施策
意見の内容

16 38
重点施策
16,17

　
　参考-6　テーマ2　目標5/重点施策16　新
条例は策定されたが、罰則規定が緩く、これ
で自然環境の保全が十分担保されるか疑問に
思われる。目標6/重点施策17について、土地
所有者との調整を行なって施策をもっと進め
てほしい。

17 38
重点施策
16,17

　
　保存樹林の所でも記載しましたが、この条
例は、消滅の危機にある自然環境を保全する
ための条例ではない。保全できないのだか
ら、これではだめだと条例改正を検討すべき
である。
　今回は何もしていないにもかかわらず、評
価がCということも理解できない。

18 40 重点施策18

　
　参考-9に書かれているように、これは最初
「自然環境庁内会議の設置」だった施策であ
るが、旧星原邸の保存樹林が解除され、開発
された時に、前市長がこんなことが二度と起
こらないようにと、各課が連携をして自然環
境を保全できるようにと、「自然環境庁内会
議」を前倒しで設置した経緯がある。その
後、市民から効果的な運用がされていないと
いう要望を入れて、変更後の効果的な運用の
内容となったはずである。
　変更後の中身について、これが実施されて
いれば、市民の納得が得られると思う。
　しかし、その後の行政側の対応は、保存樹
林の解除に関しても十分な事前の検討も行わ
ない状況であることを考えると、もう一度、
変更後の中身を担当課は認識してほしい。

19 40 重点施策18

　
　重点施策18　自然環境庁内会議の効果的運
用については、土地利用や開発の問題が生じ
た場合、関係部署に加えて学識経験者や土地
所有者、事業者のほかに、関係市民ほかを交
えた検討会の開催が必要と思う。香川公民館
の雑木林（保存林？）の消滅のような問題は
今後起こらないようにしてほしい。

No. ページ
目標/

重点施策
意見の内容

20 41 目標7,8

　緑化のガイドライン作成についてはいつに
なるのか示してほしい。

テーマ2　市域全体の自然環境の保全・再生の仕組みづくり

施策の柱2.1　市域全体の自然環境保全に向けた土地利用のルールづくり

　罰則規定については、条例を改正する
なかで検討されたものと認識していま
す。
　保全すべき地域の指定については、市
の事業全体のなかで、優先度に応じて進
めてまいります。

　みどりを保全するために規制をかける
ことについては、財産権を保障しなけれ
ばならないことから、慎重な議論が必要
であると認識しており、条例を改正する
際にも、検討がなされたものと認識して
います。
　評価については、保存樹林・保存樹木
制度、市民緑地制度に関する取り組みを
継続的に行っていることから、C「ある
程度進んでいる」としました。

　自然環境庁内会議における情報共有に
より、公共工事や開発行為が行われる前
に、生きもの調査を行い、必要に応じて
ミティゲーションを行ってきました。
　ただし、開発行為そのものを止めるこ
とはできないため、生物多様性を維持す
るため、実施し得ることを取り組んでい
る状況です。

　自然環境庁内会議については、関係課
が情報共有できるよう今後も適切に運用
してまいります。
　民有地の開発に対しては、強制的に開
発を止めることは難しいので、一定規模
以上の開発行為に対しては、茅ヶ崎市の
まちづくりにおける手続及び基準に関す
る条例に基づく緑化指導を通じて、みど
りの保全、創出を推進してまいります。

施策の柱2.2　生物多様性の保全方針の策定

　「茅ヶ崎市みどりの基本計画　生物多
様性ちがさき戦略」の計画期間内での作
成を目指してまいります。

市の考え方

市の考え方
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No. ページ
目標/

重点施策
意見の内容

21 42
重点施策
19,20

(1)自然環境評価調査は、危機にある自然環
境を保全するために行う約束で市民が協力し
て茅ヶ崎市独自の調査が実施されてきた経緯
がある。しかし、その内容が生かされず、ど
んどん破壊されていくのであれば、やる意味
がないと市民は思っている。

(2)生物多様性のガイドラインは、最初に書
いたように、どうして作成されないのか、理
解できない。茅ヶ崎らしいガイドラインを早
急に作成する必要があると考える。生物多様
性地域戦略を作ってもガイドラインがないと
意味がない。
　行政が何もかもできないのだから、市民に
ガイドラインを周知することによって、外来
種の駆除等を自分の身近な地域の中でやって
もらうことが重要である。

22 42
重点施策
19,20

　自然環境評価調査に緑のまちづくり基金を
活用できるように検討するようであるが、調
査だけ行っても意味がない。市内の中で保全
すべき地域を把握するために調査を行ってい
るはず。行谷も一番評価の高い地区が公共事
業で壊されるようである。評価調査の結果が
まちづくりに生かされていると思えない。
　また調査員に調査後の情報がまったく共有
できていない。例えば赤羽根十三図の管理用
道路や移植についても知らされない。長谷に
ついてもまったくわからない。このような状
況の中で調査にまちづくり基金を活用するこ
とに賛成できない。

23 42
重点施策
19,20

　施策の柱2.2　生物多様性の保全につい
て、平成27年度に改正された目標8/重点施策
20にガイドラインの作成と運用スケジュール
があるが、ガイドラインの作成が未達であ
る。作成・運用を同じスケジュールで示すの
でなく、記述方法見直し、まずはガイドライ
ンの作成を早急に進めてほしい。

No. ページ
目標/

重点施策
意見の内容

24 61 重点施策29

　テーマ4　重点施策29　市事業における省
エネ機器・新エネルギーの導入など各部署の
積極的で取り組みは評価されます。

テーマ4　低炭素社会の構築

施策の柱4.1　「茅ヶ崎市地球温暖化対策実行計画」の推進

(1)「茅ヶ崎市みどりの基本計画　生物
多様性ちがさき戦略」の協働による推進
について
　自然環境評価調査については、自然環
境の観点から市内の重要で優先的に保全
すべき場所を把握すると同時に、その結
果は、「茅ヶ崎市みどりの基本計画　生
物多様性ちがさき戦略」の策定のための
資料として、大変重要なものであると認
識していますので、今後も継続して実施
してまいりたいと考えています。

(2)生物多様性に配慮した環境整備を促
すためのガイドラインの作成
　生物多様性の視点を盛り込んだ緑化ガ
イドラインを作成することを、「茅ヶ崎
市みどりの基本計画　生物多様性ちがさ
き戦略」に盛り込んでおりますので、今
後作成する予定です。

　茅ヶ崎市緑のまちづくり基金の運用に
ついては、今後、その根拠となる茅ヶ崎
市緑のまちづくり基金条例の一部を改正
する手続きのなかで、検討してまいりま
す。

　生物多様性の視点を盛り込んだ緑化ガ
イドラインを作成することを、茅ヶ崎市
みどりの基本計画　生物多様性ちがさき
戦略に盛り込んでおりますので、今後、
作成する予定です。

　今後も茅ヶ崎市独自の環境マネジメン
トシステム（C-EMS）に基づき、物品、
エネルギーを調達する際は、環境に配慮
したものを選択します。

市の考え方

市の考え方
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No. ページ
目標/

重点施策
意見の内容

25 70
重点施策
32,33

　C-MESによる事務事業のさらなる推進を期
待しますが、外部監査において法令遵守につ
いて指摘されることがないように留意願いま
す。

No. ページ
目標/

重点施策
意見の内容

26 74 重点施策34

　新博物館のテーマが「大地と人の物語」な
ら、現在の環境保全状況を発信する情報拠点
の役割を担ってほしいと思う。

27 76 重点施策35

　効果的な支援とか、市民の参加の拡大など
はどんなことを考えているのか、理解できな
い。
　担当課が策定したボランティア制度はどこ
に行ってしまったのか？
　日々の市民団体との情報交換を密にして、
いかに多くの人が協力してくれるのかを考え
てくれないとシステムだけ作っても何も進ま
ない。

No. ページ
目標/

重点施策
意見の内容

28 79
重点施策
36,37

　各市民団体が毎年市内の中学校数校の総合
学習を担っているが、それらは記載がない。
　行政側は把握していないのかもしれない
が、これこそ㊱の施策ではないかと考える。
何度も言うが、環境は市民が協力してくれて
初めて施策が推進されるものと考えているの
で、それを陰で支えてくれて、支援してくれ
るのが行政ではないかと思う。

No. ページ
目標/

重点施策
意見の内容

29 4 －

p4の目標7
　(仮称)茅ヶ崎市生物多様性地域戦略を令和
2年度・・・と記載されてるが、この地域戦
略は既に、平成31年にみどりの基本計画の一
環として策定されており、p5の末尾の太線四
角内、及び、参考-2,4,5,10ページにその経
緯を詳しく説明すべき。現時点では《（仮
称)茅ヶ崎市生物多様性地域戦略》は存在し
ないため、この活字は使用不可である。

施策の柱5.2　市民・事業者の環境意識啓発・人材育成、活動の支援

施策の柱5.3　学校における環境教育の充実

②その他（報告書全般に関する御意見、報告書の表現方法に関する御意見など）

テーマ5　計画を確実に進めていくための人づくり

施策の柱5.1　本計画推進のための庁内における環境意識の向上と人材育成

市の考え方

　令和3年度より運用を開始した新しい
C-EMSでは、環境法令の順守体制の強化
を目指して取り組んでいくこととしてお
り、これまで以上に庁内で連携を図りな
がら、環境に配慮した事務事業の執行を
目指します。

　新しい博物館での展示計画では、展示
の一つの種類として「市の諸施策と連携
した展示」を挙げています。そうした展
示を通じ、各所管課と連携して、御要望
のあった市内の環境保全状況や環境に関
する情報を発信する役割を担っていきた
いと考えております。

　自然環境ボランティアあっせん制度に
ついては、新型コロナウイルス感染症拡
大の影響により、制度の運用を停止して
いる状況です。今後については、感染症
の拡大の状況に応じて、再開してまいり
ます。
　市民団体の活動については、情報誌や
市ホームページ、パネル展等にて情報発
信しており、今後も機会を捉え、多くの
皆様の参加を促したいと考えます。

　市民団体による、学校等の環境学習へ
の支援の状況については、毎年度照会
し、御回答いただいた内容を資料編に記
載しているところです。報告書への記載
方法については、令和4年度版の作成時
に検討します。学校等での環境学習にお
いて、市民団体の皆様が果たしている役
割は大きく、今後も活動の周知等を行い
ます。

　目標及7び重点施策19については、平
成27年度に実施した見直し時の文言を活
かしています。目標7の進捗状況につい
ては、報告書41ページで記載していま
す。

市の考え方

市の考え方

市の考え方
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No. ページ
目標/

重点施策
意見の内容

30 － －

　新型コロナによる休止や延期への対応がな
い。
　数カ所に記載があるがその対応、対処内容
の記載がない。まだ詳細なものが決まってい
ないのかもしれないが、環境基本計画の停
止、中止は有り得ない。何らかの対応方法の
記載が必要である。

31 － －

　すべての事業・施策に推進事業毎に予算額
と決算額が記載されており、脚注に「事業費
は該当する第4次実施計画事業全体の事業費
を示すものであり、「具体的な取り組み内
容」個別の事業費を示すものでない」とあり
ます。
　具体的な取り組みに掲載された事業の中に
はコロナ感染対策で事業を中止した場合でも
決算額が記載されている場合があり、一方、
指定管理者に委託していると思われる事業に
ついては予算額と決算額が同じになっていま
す。具体的な事業を中止した場合の決済額と
どのようなもので、どのように処分されるの
でしょうか？

（最後の報告書の審議会へのお願い）
　茅ヶ崎市環境基本計画(2011年版)の最後の
進捗状況報告書となりました。
　環境基本計画(2011年版)の策定に環境審議
会委員といて、市民会議の座長としてかか
わったものとして、この10年、この計画を推
進するために様々な市民活動や行政への協
力・提案、意見書など市民としてあらゆる努
力をしてきました。
　なぜなら、この計画は、策定時に行政側の
担当課と十分な意見交換をして、実施が可能
だという回答をもらった結果の計画だったか
らです。
　しかし、多くの自然環境の重点施策が目標
年次までに実施されることがなく、時期が過
ぎてしまったということで、途中で行政側の
都合で目標年次が変更になりました。
　その中で、生物多様性のガイドラインにつ
いては、変更になった後も作成されることが
なく、検討ばかりで、10年経った今も達成が
できていない状況です。
　その間にどんなに多くの自然環境が失われ
たことでしょうか。
　昨年、私が提出しました「生物多様性地域
戦略に伴う具体的なルールの策定について」
の要望書については、小池先生が建議をして
くださいましたが、未だに検討中であり、策
定できないルールなんて市民にとっては考え
られません。
　環境審議会は、環境基本条例に則って、
茅ヶ崎市の環境を保全及び創造するための審
議会です。
　「茅ヶ崎市環境審議会規則」には、「審議
会は、茅ヶ崎市環境基本計画の策定及び変
更、環境に関する市の主要な施策又は方針の
立案、環境施策の報告その他環境の保全及び
創造を推進するために必要と認める事項につ
き市長の諮問に応じて調査審議し、その結果
を答申するとともに、環境の保全及び創造に
関し必要があると認めるときは、市長に意見
を述べるものとする。」と書かれています。
　単なる諮問機関でなく、自主的に活動する
ことができる審議会です。今回の環境審議会
の答申が私たち市民の願いに答えてくださる
ことを願っています。

　ガイドラインの策定については、
「茅ヶ崎市みどりの基本計画　生物多様
性ちがさき戦略」のなかで、生物多様性
の視点を盛り込んだ緑化ガイドラインを
策定するとしておりますので、今後も策
定に向けて検討してまいります。
　茅ヶ崎市環境基本条例では、市長は環
境施策等について報告書を作成し、これ
を公表するものとし、さらに、報告書に
対する市民意見を、環境審議会に提出す
るものとしています。いただいた御意見
については、環境審議会に提出し、環境
審議会には、それを踏まえたうえで、答
申をまとめていただいております。

市の考え方

－－32

　令和2年度はコロナ禍により、イベン
ト等の多くの事業が、従来の対面型での
実施ができなくなりました。対応として
オンラインでの開催に切り替えた事業に
ついては、資料編(82,83ページ)にまと
めて掲載しております。

　第4次実施計画事業名として示してい
る事業については、複数の取り組みが内
包されている場合があり、一部の取り組
みがコロナ禍により中止となった場合で
も、その他の取り組みが実施され、予算
の執行があれば決算額として記載されま
す。
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No. ページ
目標/

重点施策
意見の内容

33 － －

（この報告書について）
　この進捗状況報告書は、行政と市民が協力
してどのように環境保全に取り組んできた
か、の現状を記載するものと理解していまし
たが。
　しかし、行政だけを主体に書かれているよ
うで、それでも主語が明確でなく、わかりに
くいと思います。特に市民団体や事業者が実
施した活動についての記載が明確でなく、今
後の進捗状況報告書のあり方も検討してほし
いと考えます。

　令和4年度からは、令和3年度を始期と
する新たな環境基本計画についての報告
書を発行します。御意見を参考に、分か
りやすい報告書となるよう検討します。

市の考え方
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